
 

入 札 公 告 

 

 条件付き一般競争入札を執行するので、公益財団法人栃木県民公園福祉協会物品役務調達条件

付き一般競争入札執行要領の規定により、次のとおり掲示する。 

 

令和６年 ３月１２日  

 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 

理事長  熊倉一臣 

 

１ 入札対象物品（役務）  

 （１） 件名 自家用電気工作物保安管理業務 

 （２） 場所 井頭公園内 

 （３） 仕様及び予定数量 別添仕様書のとおり 

 （４） 契約期間 契約日から令和１１年３月３１日まで 

 （５） 本物品（役務）調達は、資料の提出及び紙入札で行うものである。 

 

２ 入札参加形態 

  単体による参加 

 

３ 入札手続き等 

 （１） 入札担当部署 

担当部署 電話番号等 所在地 

（公財）栃木県民公園福祉協会 

  井頭公園管理事務所 

電話 0285-83-3121 〒321-4415 

 栃木県真岡市下籠谷 99 FAX 0285-84-7456 

 （２） 入札手続き等 

手続き等 期間又は期日等 場所又は問い合わせ先等 

競争参加資格確認申請、 

参加資格確認資料の受付 

令和６年 ３月１３日（水）から 

令和６年 ３月１９日（火） 

     午後４時まで（必着） 

持参、又は郵送により入札担当部署に提

出すること。 

質問の受付 入札担当部署へ提出すること。FAX可。 

競争参加資格確認通知 令和６年 ３月２２日（木） 

までに発送する 

郵送により通知する。 

質問への回答 質問者に対して回答する。 

入札書の提出 令和６年 ３月２６日（火）から 

令和６年 ３月２８日（木） 

     午前１０時まで 

持参、又は郵送により入札担当部署に提

出すること。 

開札 令和６年 ３月２８日（木） 

    午前１０時から 

井頭公園管理事務所 会議室 



（注）１ 期間を定めたものについては、栃木県の休日に関する条例第２条に規定する県の休日

（以下「休日等」という。）及び正午から午後１時までを除く。また、期日を定めたものに

ついて、その日が休日等に当たる場合は、その翌日とする。 

   ２ 開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数等により遅れる場合がある。 

 

４ 競争に参加できる者の条件 

 （１） 本物品又は役務の競争入札に参加できる者は、栃木県の競争入札参加資格等（平成８年

栃木県告示第１０５号）に基づき入札参加資格があるものとされた者のうち、競争参加資

格確認申請の受付期限日現在において次に掲げる条件をすべて満たしている者であるこ

と。 

条件 
条件適用の

有無 
内容 

ア 栃木県の競争入札参加者資格等（平成 8年 2月 13

日栃木県告示第 105号）において右に掲げる認定を

受けている者であること。 

有 

業

種 

区

分 

大分類 施設管理 

小分類 清掃、設備の保守 

イ 栃木県内に本店、支店、営業所又は代理店を有す

る者であること。 
有 

 

ウ (２)に掲げる物品もしくは役務と同種又は類似の

物品の納入もしくは役務の提供の実績があること。 
無 

 

エ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であること。 

オ 当該入札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成２２年３月１２

日付会計第１２９号）に基づく指名停止期間中でない者であること。 

カ 会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づき更生手続開始の申立てをした者にあっては、

手続き開始の決定を受けた後に、別に定める手続きに基づく入札参加資格の再認定を受けて

いること。 

 

 （２） ウにおける同種、類似の物品（役務）は、次のすべての条件を満たすものとする。 

・ 

 

５ 競争参加資格確認申請 

 （１） 本物品（役務）の競争入札に参加を希望する者は、３の（２）に示す競争参加資格確認

申請の受付期間に次に掲げる競争参加資格確認申請書類を提出し、確認を受けなければな

らない。 

    ア 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

    イ 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認資料（様式第２号） 

 （２） その他競争参加資格確認申請に関する事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令

和４（2022）年１０月１日版）の３に準じるものとする。ただし、文中の「工事」を「物

品」もしくは「役務」と読み替える。 

６ 入札に関する注意事項 



 （１） 入札の方法 

     １の（１）の件名で一年単位あたりの金額で入札に付する。 

 （２） 入札書の記載方法等 

     落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加資格者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 （３） その他入札に関する注意事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令和４年

（2022）年１０月１日版）の １～６、９ に準じるものとする。 

 

７ その他 

 （１） 入札保証金は、これを免除する。 

 （２） 入札の無効 

     入札当日指定された場所、時刻に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出し

た入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、及び栃木県財務

規則（平成７年栃木県規則１２号）第１５６条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入

札書は、無効とする。 

 （３） 開札の方法 

     開札の方法は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令和４（２０２２）年４月１日

版）の１０に準じるものとする。 

 （４） 落札者の決定方法 

    ア 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

    イ 落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。 

    ウ イの同価の入札を行った者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に

関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

    エ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落

札者の決定を取り消すものとする。 

 （５） 契約書作成の要否   要 

 （６） 入札回数 

     １回目の入札が不調となった場合は直ちに２回目の入札を行う。２回目も不調の場合

は、最低入札価格提示者に直ちに見積書の提出を求め協議を行うものとする。 

 （７） 最低制限価格の有無  無 

 （８） 代理人による入札 

     入札参加希望者は、代理人をして入札を行わせるときは委任状を提出すること。 

 （９） 競争参加資格確認申請書等の書式は、当協会ホームページよりダウンロードすること。 

     ホームページ掲載箇所のアドレス https://www.park-tochigi.com/nyusatu 

 



自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

本業務は、「電気事業法第３９条」、「同法４２条」に基づく保安管理に関する業務委託につい

て必要な事項を定めるものである。 

 

１ 履行期間 

  令和６年(２０２４)年４月１日から令和１１年(２０２９)年３月３１日まで  ６０ヶ月 

 

２ 対象施設場所 

 （１）井頭公園         真岡市下籠谷９９番地 

  

３ 対象施設概要  

    別表１のとおり 

 

４ 支払方法 

 （１）委託料は、４月～９月の年度上半期及び１０月～３月の年度下半期の６か月ごとに契約 

年額の１／２を支払うものとし、半期ごとの業務終了後、翌月２５日までに支払う。 

また支払いに伴う金融機関への振込手数料は受託者の負担とする。 

  

５ 点検回数および時期 

（１）月次点検    １年に１２回（毎月実施） 

    ※絶縁監視装置の設置により、１年に６回（隔月実施）とすることができる。絶縁監 

     視装置の設置に関しては第７項(５)のとおりとする。 

（２）年次点検 A   １年に１回 

（３）年次点検 B   ３年に１回（令和６年および令和９年） 

※年次点検 Aには月次点検が、また、年次点検 Bには年次点検 Aを含む 

    ※年次点検 A・Bとも東エリアは５月下旬～６月上旬、西エリアは１０月下旬～１１ 

     月上旬に実施 

 

６ 点検日 

  点検日程は、管理事務所担当者と調整して決定すること。 

（１）日程連絡期限 

①月次点検（主として運転中の施設の点検、測定及び試験）は実施日の前日まで 

②年次点検（主として施設の運転を停止して行う点検、測定及び試験）は実施日の２週間 

   前まで 



（２）日程変更 

   日程の変更を必要とする場合は、管理事務所担当者と協議のうえ新たな日程を決定するこ

と。 

７ 業務内容 

（１）電気工作物の維持及び運用について、別表２により、定期的な点検、測定及び試験を行 

ない、報告書を提出するとともに、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事

項または適合しない恐れがある場合は、とるべき措置について報告すること。 

（２）次に掲げる電気工作物については、その都度異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必

要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行うこと。 

①高圧器材が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合、 

受電設備の全電気工作物。 

②受電用遮断器（電力ヒューズ含む）が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった

電気工作物。 

③その他の電気器材に異常が発生した場合は、その電気工作物。 

（３）高圧受配電設備に事故発生の恐れがある場合は、その都度点検、測定及び試験を行うも 

   のとする。 

（４）電気事故その他電気工作物に異常が発生しまたは発生する恐れがある場合、事故原因を

調査し、応急措置を助言し、再発防止のためのとるべき措置について報告すること。 

（５）絶縁監視装置を設置する場合は受託者が設置するものとし、その費用は受託者が負担す 

  る。 

（６）絶縁監視装置からの警報を受けた場合、事務所担当者に連絡し当該電気工作物の状態を 

確かめるとともに、必要に応じ保安業務従事者が点検を行う等、適切に対処すること。 

８ その他 

（１）この仕様書に記載されていない事項については、協議のうえ決定するものとする。 

 



別表　１

設備容量 受電電圧

（KVA) （V)

1 東ゾーン 真岡市下籠谷99 1,800 6,600 月１回 年１回 変電所７箇所含む 別図による

2 西ゾーン 真岡市下籠谷5028 740 6,600 月１回 年１回 変電所5箇所含む 別図による

※ 付属装置 施設の所在地
定格容量
(KVA)

定格電圧
（Ｖ）

原動機の
種類

非常用発電装置 西ゾーン第３変電所に含む 39 200 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

自家用電気工作物概要一覧

需要設備

施設の所在地名称 備　　考

公益財団法人栃木県民公園福祉協会

月次点検
年次点検

井頭公園

合計

№



需要設備

外観点検 ○ ○ ○

責任分界となる区分開閉器、 絶縁抵抗測定 ○ ※１ ○

引込線等 区分開閉器動作試験 ○ ※１ ○

（架空電線、支持物、ケーブル） 保護継電器動作試験 ○ ※１ ○

保護継電器動作特性試験 ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

動作試験 ○ ○

内部点検 ○

絶縁油の点検・試験 ○ ※４

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

内部点検 ○

絶縁油の点検・試験 ○ ※４

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

配電盤 保護継電器動作試験 ○ ○

制御回路 保護継電器動作特性試験 ○

計器校正試験 ○

制御回路試験 ○ ○

受電設備の建物・室

キュービクルの金属箱

外観点検 ○ ○ ○

接地抵抗測定 ○ ※２ ○

点検、測定及び試験の基準等

別表　２

電気工作物 点検方法 月次点検
A

年次点検

B

（月次点検及び年次点検）

断路器

遮断器、開閉器

電力ヒューズ

計器用変成器

受
電
設
備

（
第
二
受
電
設
備
以
降
を
含
む

）

その他の高圧機器

接地装置

外観点検

変圧器

電力用コンデンサ

避雷器

母線

○ ○○



配電線路 外観点検 ○ ○ ○

（架空電線、支持物、ケーブル）絶縁抵抗測定 ○ ○

断路器、遮断器、開閉器、 外観点検 ○ ○ ○

変圧器、計器用変成器、 絶縁抵抗測定 ○ ○

電力用コンデンサ、 内部点検 ○

その他高圧機器 絶縁油の点検・試験 ○ ※４

外観点検 ○ ○ ○

接地抵抗測定 ○ ※２ ○

外観点検 ○ ○ ○

原動機付属装置 始動試験 ○ ※３ ○ ※３ ○ ※３

機関保護継電器動作試験 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

発電機、励磁装置、接地装置 絶縁抵抗測定 ○ ○

接地抵抗測定 ○ ※２ ○

外観点検 ○ ○ ○

遮断器、開閉器、配電盤、 保護継電器動作試験 ○ ○

制御装置等 保護継電器動作特性試験 ○

制御装置試験 ○ ○

その他は受電設備に準ずる

外観点検 ○ ○ ○

本体 液量点検 ○ ○ ○

電圧・比重測定 ○ ○

液温測定 ○ ○

外観点検 ○ ○ ○

充電装置、付属装置、接地装置 絶縁抵抗測定 ○ ○

接地抵抗測定 ○ ※２ ○

電動機類、電熱装置、 外観点検 ○ ○ ○

電気溶接機、照明装置、配線、絶縁抵抗測定 ○ ○

配線器具、その他の機器、 接地抵抗測定 ○ ※２ ○

接地装置 漏洩電流測定 ○ ○ ○

絶縁監視

注　 １ ｢外観点検」とは、主として目視により点検をすることをいう。

2 ※１を付した項目は、停電範囲により実施できない場合は省略できる。

3 ※２を付した項目は、過去の実績によりその一部または全部を省略することができる。

4 ※３を付した項目は、点検頻度が隔月点検または３ヶ月毎点検の場合、委託者も受託者の指導を

受け、必要に応じて実施する。

5 ※４を付した項目は、PCB混入の恐れがある場合は試験を省略することができる。

6 ｢漏洩電流測定」は、監視装置を設置していない場合に、高圧受配電設備の変圧器のＢ種接地

工事の接地線において測定する。

7 「絶縁監視」とは、変圧器のＢ種接地工事の接地線に監視装置を設置している場合、低圧電路の

絶縁状態を監視することをいう。

8 変圧器の二次側以降の低圧電路（電気使用場所の設備を含む）と大地間との絶縁抵抗測定は、

漏洩電流測定記録または監視装置の監視記録により替えることができる。

常時

電気工作物

接地装置

配
電
設
備

非
常
用
予
備
発
電
装
置

電
気
使
用
場
所
の
設
備

蓄
電
池
設
備

点検方法 月次点検
年次点検

A B



・赤字は東系統変電所 ７箇所
・青字は西系統変電所 ５箇所
・プール関係赤字１～４変電所

第四変電所

第三変電所

非常用発電装置（39KVA)含

第一変電所（受電所）
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井頭公園変電所位置図


